
○
告

示

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

保

証

成
分
量

（
％
）

そ
の
他

の
規
格

生
産
業
者
の

氏

名

又

は

名
称
及
び
住
所

登
録
有
効

期

限

大
分
県
肥
第

二
九
二
号

消
石
灰

六
五
・

〇
消
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

六
五
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

西
日
本
産
業
株
式
会
社

佐
伯
市
大
字
上
岡
一
二

三
七
番
地
の
一

令
一
〇
・

五
・

八

大
分
県
肥
第

七
七
八
号

消
石
灰

一
〇
・

〇
苦
土

消
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

六
五
・
〇

く
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

古
手
川
産
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
一

番
四
号

令
一
〇
・

七
・

四

大
分
県
肥
第

八
九
六
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
四
・

〇
炭
酸

苦
土
石

灰
肥
料

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
四
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト
工

業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
五

番
一
八
号

令
一
〇
・

三
・
一
四

大
分
県
肥
第

八
九
七
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
〇
・

〇
炭
酸

苦
土
石

灰
肥
料

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト
工

業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
五

番
一
八
号

令
一
〇
・

三
・
一
四

大
分
県
肥
第

八
九
八
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

五
・
〇

炭
酸
苦

土
石
灰

肥
料

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

五
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト
工

業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
五

番
一
八
号

令
一
〇
・

三
・
一
四

大
分
県
肥
第

九
六
五
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

六
・
〇

炭
酸
苦

土
石
灰

肥
料

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

六
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト
工

業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
五

番
一
八
号

令
一
〇
・

三
・
二
四

大
分
県
肥
第

九
八
二
号

生
石
灰

八
〇
・

〇
生
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

八
〇
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

古
手
川
産
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
一

番
四
号

令
一
〇
・

一
・
一
九

大
分
県
肥
第

九
八
三
号

生
石
灰

九
〇
・

〇
生
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

九
〇
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

古
手
川
産
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
一

番
四
号

令
一
〇
・

一
・
一
九

大
分
県
肥
第

一
〇
一
九
号

魚
廃
物
加

工
肥
料

五
・
三

魚
廃
物

加
工
肥

料

窒
素
全
量
五

・
三

り
ん
酸
全
量

三
・
五

使
用
さ
れ
る
原

料
、
含
有
を
許

さ
れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量
及

び
そ
の
他
の
制

限
事
項
は
、
公

定
規
格
の
と
お

り

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

大
分
市
府
内
町
三
丁
目

五
番
七
号

令
七
・

五
・
二
四

告

示

肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
一

肥
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の
登
録
の
失
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
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…
…
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…
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二

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

公

告

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
。

令
和
四
年
七
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令

和

四

年

第
三
二
八
号

七
月
二
十
六
日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
四
年
七
月
二
十
六
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



大
分
県
肥
第

一
〇
二
八
号

副
産
動
植

物
質
肥
料

醗
酵
副

産
肥
料

窒
素
全
量
一

・
五

加
里
全
量
九

・
〇

使
用
さ
れ
る
原

料
、
含
有
を
許

さ
れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量
及

び
そ
の
他
の
制

限
事
項
は
、
公

定
規
格
の
と
お

り

昭
光
通
商
ア
グ
リ
株
式

会
社

東
京
都
港
区
芝
公
園
二

丁
目
四
番
一
号

令
一
〇
・

四
・

四

大
分
県
肥
第

一
〇
二
九
号

副
産
動
植

物
質
肥
料

興
国
醗

酵
副
産

肥
料

窒
素
全
量
一

・
五

加
里
全
量
九

・
〇

使
用
さ
れ
る
原

料
、
含
有
を
許

さ
れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量
及

び
そ
の
他
の
制

限
事
項
は
、
公

定
規
格
の
と
お

り

興
国
肥
料
有
限
会
社

東
京
都
港
区
芝
公
園
二

丁
目
四
番
一
号

令
一
〇
・

四
・

四

大
分
県
肥
第

一
〇
五
〇
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
粒
状

六
六
〇

号

窒
素
全
量
六

・
〇

り
ん
酸
全
量

六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
七
・

二
・
一
二

大
分
県
肥
第

一
〇
六
六
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
六
一

〇
号

窒
素
全
量
六

・
〇

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
七
・

七
・
一
七

大
分
県
肥
第

一
〇
七
六
号

副
産
動
植

物
質
肥
料

片
倉
醗

酵
副
産

肥
料
Ｓ

窒
素
全
量
五

・
〇

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

加
里
全
量
一

・
〇

使
用
さ
れ
る
原

料
、
含
有
を
許

さ
れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量
及

び
そ
の
他
の
制

限
事
項
は
、
公

定
規
格
の
と
お

り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
一
〇
・

三
・

一

大
分
県
肥
第

一
一
〇
九
号

混
合
有
機

質
肥
料

四－

二

Ｎ
Ｋ
有

混

窒
素
全
量
四

・
〇

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
七
・

二
・

三

大
分
県
肥
第

一
一
一
〇
号

混
合
有
機

質
肥
料

六－

二

Ｂ
Ｆ
有

混

窒
素
全
量
六

・
〇

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
七
・

二
・

三

大
分
県
肥
第

一
一
一
三
号

蒸
製
骨
粉

二
○
・

三
豚
骨

粉

窒
素
全
量
三

・
〇

り
ん
酸
全
量

二
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

深
田
産
業
有
限
会
社

大
分
市
大
字
皆
春
一
七

九
番
地
の
五

令
一
〇
・

三
・
二
八

大
分
県
肥
第

一
一
一
四
号

副
産
動
植

物
質
肥
料

醗
酵
副

産
肥
料

Ｍ

窒
素
全
量
五

・
〇

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

加
里
全
量
一

・
〇

使
用
さ
れ
る
原

料
、
含
有
を
許

さ
れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量
及

び
そ
の
他
の
制

限
事
項
は
、
公

定
規
格
の
と
お

り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
一
〇

七
・

四

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

保

証

成
分
量

（
％
）

そ
の
他

の
規
格

生
産
業
者
の

氏

名

又

は

名
称
及
び
住
所

失

効

年
月
日

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
は
失
効
し
た
。

令
和
四
年
七
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
四
年
七
月
二
十
六
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



大
分
県
肥
第

一
〇
七
一
号

消
石
灰

七
〇
消

石
灰

ア
ル
カ
リ
分

七
〇
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

矢
橋
商
事
株
式
会
社

愛
知
県
西
尾
市
和
泉
町

一
三
三
番
地

令
四
・

二
・
一
〇

大
分
県
肥
第

一
〇
七
二
号

消
石
灰

七
〇
消

石
灰

ア
ル
カ
リ
分

七
〇
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

南
星
産
業
株
式
会
社

奈
良
県
大
和
郡
山
市
発

志
院
町
三
七
八
番
地

令
四
・

二
・
一
〇

大
分
県
肥
第

一
〇
七
三
号

消
石
灰

七
〇
消

石
灰

ア
ル
カ
リ
分

七
〇
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

共
栄
ジ
ャ
パ
ン
有
限
会

社愛
知
県
清
洲
市
須
ケ
口

三
二
四
番
地
の
一

令
四
・

二
・
一
〇

大
分
県
肥
第

一
〇
七
四
号

消
石
灰

七
〇
消

石
灰

ア
ル
カ
リ
分

七
〇
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

日
本
バ
イ
オ
化
学
工
業

有
限
会
社

神
奈
川
県
川
崎
市
宮
前

区
神
木
二
丁
目
六
番
二

〇
号

令
四
・

二
・
一
〇

大
分
県
肥
第

一
〇
七
五
号

消
石
灰

七
〇
消

石
灰

ア
ル
カ
リ
分

七
〇
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

シ
ー
シ
ー
エ
フ
ジ
ャ
パ

ン
有
限
会
社

愛
知
県
岡
崎
市
市
場
町

字
東
町
一
三
番
地

令
四
・

二
・
一
〇
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�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

土
地
改
良
区
名

所

在

地

認
可
年
月
日

並
石
土
地
改
良
区

豊
後
高
田
市

令
四
・

七
・
一
四

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

○
公

告

役

名

氏

名

住

所

監

事

濱

中

克

美

竹
田
市
荻
町
西
福
寺
五
六
〇
四
番
地
一

〃

池

永

寅

生

〃

荻
町
鴫
田
六
五
〇
一
番
地
三

〃

後

藤

辰

廣

〃

荻
町
田
代
四
四
六
七
番
地

役

名

氏

名

住

所

監

事

村

上

武

利

竹
田
市
荻
町
西
福
寺
五
七
二
六
番
地

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
四
年
七
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

大
分
県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

な
お
、
関
係
図
面
は
、
大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
及
び
大
分
土
木
事
務
所
大
分
港
振
興
室
に
備
え
置
い

て
一
般
の
供
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

大
分
港
の
㈡
概
要
の
大
分
ホ
ー
バ
ー
基
地
地
区
の
表
中

「

二

船
揚
場

二
、
五
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル

を
」

「

二

に
改
め
る
。

」

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
白
水
井
路

土
地
改
良
区
（
竹
田
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
七
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

（
就
任
役
員
）

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

令
和
四
年
七
月
二
十
六
日

三



〃

工

藤

正

敏

〃

荻
町
鴫
田
六
四
九
六
番
地
一

〃

甲

斐

史

隆

〃

荻
町
馬
場
五
六
三
番
地
一
二

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

役

名

氏

名

住

所

理

事

渡

邉

榮

大
分
市
大
字
田
原
二
九
三
番
地
の
二

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

役

名

氏

名

住

所

監

事

首

藤

秀

能

大
分
市
大
字
木
上
五
五
六
番
地

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
享
保
井
路

土
地
改
良
区
（
大
分
市
）
か
ら
、
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
七
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
就
任
役
員
）

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
古
井
路
土

地
改
良
区
（
大
分
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
七
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
種
類

県
立
学
校
・
市
町
村
立
学
校
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
閲
覧
に
係
る
仮
想
化
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借
契
約
（
長
期
継

続
契
約
）

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
教
育
庁
教
育
デ
ジ
タ
ル
改
革
室

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
六
月
二
十
八
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｆ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
株
式
会
社
九
州
支
店

支
店
長

阿

部

泰

朋

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
東
比
恵
三
丁
目
一
番
二
号

五

落
札
金
額

千
百
五
十
九
円
（
当
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
同
時
接
続
ラ
イ
セ
ン
ス
一
台
当
た
り
の
月
額
。
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札

七

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
四
年
五
月
六
日

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
四
年
七
月
二
十
六
日

四


